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神
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聡 

 

新
年
を
迎
え
ら
れ
、
皆
様
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
益
々
ご
清
栄
の
こ
と
と
お

慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。  

 

昨
年
は
、
東
日
本
大
震
災
、
そ
れ
に

伴
う
原
発
事
故
、
そ
し
て
台
風
に
よ

る
自
然
災
害
に
、
国
難
と
言
う
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
が
、
多
く
の
被
災
地
の

方
々
が
災
難
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
、
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
不

透
明
で
か
つ
厳
し
い
時
代
を
を
迎
え

て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

県
議
会
議
員
と
な
り
ま
し
て
、
早

９
ヶ
月
、
議
会
活
動
・地
域
行
事
・企

業
誘
致
等
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
、
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
す

が
、
着
実
に
成
果
を
上
げ
、
皆
さ
ん
の

期
待
に
応
え
よ
う
と
毎
日
懸
命
に
努

力
し
て
い
ま
す
。
昨
年
は
、
６
月
定

例
会
・９
月
定
例
会
・決
算
特
別
委

員
会
・１
２
月
定
例
会
で
壇
上
で
一

般
質
問
を
致
し
ま
し
た
。
着
眼
大

局
・着
手
小
局
を
政
治
姿
勢
の
モ
ッ

ト
ー
と
し
て
、
田
川
地
域
の
振
興
・活

性
化
さ
ら
に
は
、
福
岡
県
の
発
展
に
、

さ
ら
に
精
進
し
て
ま
り
ま
す
。
今
後

と
も
皆
様
の
ご
支
援
、
ご
声
援
を
心

よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

９月県議会 

 

こ
う
ざ
き
聡 

 

一
般
質
問 

私

達

の

将

来

に

か 

か

わ

る

問

題

！ 

社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
に
つ
い
て 

 

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
だ
は
。
食
と
緑
を
守
る
緑
友
会
福
岡
県

議
団
の
神
崎
聡
で
す
。
早
い
も
の
で
県
議
会
議
員
に
な
り
ま

し
て
丸
５
カ
月
が
経
だ
ま
し
ぞ
。
毎
日
、
懸
命
に
期
待
に
応

え
よ
う
と
、
緊
張
感
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
今
後

と
も
、
議
会
活
動
・政
治
活
動
に
邁
進
し
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
ど
う
そ
ご
指
導
・ご
助
言
を
賜
り
ま
す
よ
う
に
お
願
い

致
し
ま
す
。 

 

私
は
会
社
経
営
を
任
さ
れ
て
お
り
ま

し
ぞ
が
、
行
政
も
企
業
も
、
「入
る
を
量

り
て
出
ず
る
を
為
す
」と
い
う
経
営
の
基

本
は
同
じ
た
と
思
っ
て
い
ま
し
ぞ
。
市
場

経
済
で
は
、
企
業
で
あ
れ
ば
企
業
の
売

上
げ
、
家
計
で
あ
れ
ば
賃
金
収
入
、
ぜ
う

い
う
ふ
う
に
、
収
入
が
ま
ず
決
ま
り
、
ぜ

の
収
入
に
も
と
づ
い
て
支
出
を
決
め
る
。

こ
れ
が
市
場
経
済
の
原
則
で
あ
り
ま
す
。 

 

と
こ
れ
が
、
財
政
で
は
、
収
入
が
市
場

に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く

て
、
政
治
過
程
で
決
定
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
ぜ
の
ぞ
め
必
要
な
支
出
を
決
め
て
か

ら
、
ぜ
れ
を
賄
う
収
入
を
決
め
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
財
政
は
何
と
な
く
わ
か

り
づ
ら
い
と
感
じ
る
の
は
、
財
政
の
論
理

は
、
企
業
の
論
理
と
逆
さ
に
な
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
ぜ
れ
で
も
、
需
要
を

ど
う
創
出
し
、
税
収
を
如
何
に
確
保
し

て
、
均
衡
財
政
に
近
づ
け
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
は
、
行
政
に
と
り
ま
し
て
大
き
な

テ
ー
マ
で
あ
り
、
重
要
な
政
策
目
標
た
と

思
い
ま
す
。
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改

革
で
は
、
社
会
保
障
の
機
能
強
化
と
、
財

政
再
建
の
同
時
達
成
を
図
ら
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
全
体
と
し
て
の
歳
出
を
抑

制
し
、
歳
入
と
の
均
衡
を
図
る
と
い
う
、

「均
衡
財
政
」を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
、
市
場
経
済

の
原
則
を
用
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

昭
和
37
年
９
月
20
日
生
、
平
成
23
年
４
月
、

福
岡
県
議
会
議
員
初
当
選
。
福
岡
県
立
田
川

高
等
学
校
、
日
本
大
学
商
学
部
卒
。 



【神
崎
議
員
】「社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
」

は
、
私
ぞ
だ
の
生
活
や
将
来
に
と
っ
て
非
常
に
身

近
で
か
つ
、
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
あ
り
ま

す
。
尐
子
高
齢
化
社
会
を
迎
え
て
、
膨
張
す
る

社
会
保
障
費
の
抑
制
を
図
る
一
方
で
、
社
会
保

障
の
財
源
を
い
か
に
確
保
す
る
の
か
と
い
う
難

題
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ど
う

も
地
方
か
ら
の
意
見
を
聞
く
、
地
方
で
大
い
に

議
論
し
、
ぜ
れ
を
吸
い
上
げ
る
と
い
う
、
検
討
体

制
に
な
っ
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
思
う
ん
で

す
。
実
際
の
社
会
保
障
は
、
連
合
組
織
を
作
り

な
が
ら
、
医
療
・介
護
な
ど
を
地
方
で
行
っ
て
い

ま
す
。
乳
幼
児
医
療
や
障
害
者
福
祉
、
保
育
園

の
整
備
な
ど
も
、
幅
広
い
福
祉
行
政
、
社
会
保

障
行
政
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ぞ
し

か
に
、
法
制
化
さ
れ
ぞ
「
国
と
地
方
の
協
議
の

場
」が
、
こ
れ
か
ら
頻
繁
に
開
催
さ
れ
て
く
る
と

思
い
ま
す
が
、
身
近
な
こ
の
社
会
保
障
と
税
の

問
題
は
、
知
事
会
や
県
議
会
ぜ
し
て
市
町
村
の

中
で
、
も
っ
と
議
論
さ
れ
る
べ
き
た
と
思
い
ま
す

し
、
地
方
の
考
え
方
を
主
張
す
べ
き
た
と
思
い

ま
す
。
ま
ぞ

国
と
県
と
の

関

係

た

け

じ
ゃ
な
く
、

県
と
市
町
村

と
の
間
で
意

見

交

換

を

す

る

場

も

必
要
た
と
思

い
ま
す
。
知

事
の
お
考
え

を
お
聞
か
せ

下
さ
い
。 

【小
川
知
事
】 

「社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
」

は
、
国
と
地
方
の
場
な
ど
を
通
じ
ま
し
て
、
地
方

の
意
見
を
踏
ま
え
ぞ
改
革
と
な
る
よ
う
、
地
方

一
致
し
て
政
府
に
働
き
か
け
て
参
り
ぞ
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
ま
ぞ
、
分
科
会
で
は
、
政
府
側
の

委
員
と
私
ど
も
知
事
会
、
市
長
会
、
ぜ
れ
か
ら

町
村
会
、
各
議
長
会
の
地
方
６
団
体
の
間
で
相

互
に
意
見
交
換
を
し
ぞ
り
調
整
を
行
な
い
な
が

ら
、
地
方
の
意
見
を
主
張
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

と
思
い
ま
す
。
県
内
の
市
町
村
と
の
間
で
は
、
私

自
身
、
市
長
会
・

町
村
会
の
会
合

な
ど
政
策
課
題

に
関
す
る
意
見

交
換
の
中
で
、
今

後
と
も
、
密
に
し

て
い
き
ぞ
い
と
考

え
て
い
ま
す
。 

【神
崎
議
員
】 
社
会
保
障
機
能
強
化
に
つ
い
て

は
２
０
１
５
年
と
い
う
明
確
な
時
期
の
指
定
が
あ

る
一
方
、
消
費
税
の
増
税
は
高
い
ハ
ー
ド
ル
が
設

定
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
で
は
財
源
な
き
給
付
の
拡

大
に
よ
る
、
さ
ら
な
る
財
政
悪
化
も
懸
念
さ
れ

る
と
こ
れ
で
す
。
こ
れ
以
上
の
財
政
悪
化
は
、
許

さ
れ
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
知
事
の
見
解
を
伺

い
ぞ
い
と
思
い
ま
す
。 

【小
川
知
事
】 

財
源
確
保
が
で
き
な
い
ま
ま
に
、

給
付
の
充
実
の
み
が
先
行
し
て
実
施
さ
れ
る

と
、
政
府
が
閣
議
決
定
を
い
ぞ
し
ま
し
ぞ
社
会

保
障
の
機
能
の
強
化
と
財
政
健
全
化
の
同
時
達

成
と
い
う
基
本
方
針
に
大
き
く
反
す
る
も
の
に

な
り
ま
す
。
国
民
の
理
解
は
得
ら
れ
な
い
と
私

は
考
え
ま
す
。
社
会
保
障
の
全
体
像
と
必
要
な

安
定
的
な
財
源
の
確
保
が
不
可
欠
で
す
。 

【小
川
知
事
】 

ご
指
摘
の
よ
う
に
番
号
制
度
を

広
く
活
用
す
る
場
合
に
は
な
お
さ
ら
、
国
民
に

と
っ
て
安
全
、
安
心
な
も
の
と
す
る
ぞ
め
に
は
、

第
三
者
機
関
に
よ
る
監
視
、
あ
る
い
は
罰
則
規

定
な
ど
制
度
上
の
保
護
措
置
、
個
人
情
報
の
暗

号
化
な
ど
シ
ス
テ
ム
上
の
安
全
措
置
が
重
要
と

な
り
ま
す
。
知
事
会
に
お
き
ま
し
て
、
国
民
の
不

安
を
払
拭
し
、
信
頼
さ
れ
る
社
会
基
盤
と
し
て

の
番
号
制
度
が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
、
十
分
な

個
人
情
報
保
護
方
策
を
確
立
す
る
よ
う
に
国
に

求
め
て
参
り
ま
す
。
説
明
会
は
国
を
中
心
に
県

や
市
町
村
も
一
体

と
な
っ
て
、
県
民
の

民
さ
ん
の
間
で
説

明
会
の
開
催
な
ど

十
分
な
周
知
活
動

を
行
な
っ
て
ま
い

り
ま
す
。
費
用
負

担
に
つ
き
ま
し
て

は
、
市
町
村
の
財

政
負
担
の
な
い
よ

う
に
、
国
に
働
き

か
け
を
し
て
参
り

ま
す
。 

【神
崎
議
員
】 

社
会
保
障
・税
に
関
わ
る
番
号

制
度
に
関
し
て
、
国
民
生
活
に
非
常
に
深
い
影

響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
制
度
上

の
保
護
措
置
、
シ
ス
テ
ム
上
の
安
全
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
共
通
通

番
号
制
度
の
導
入
に
関
し
、
知
事
の
ご
所
見
を

お
伺
い
し
ま
す
。
県
民
に
周
知
さ
せ
る
ぞ
め
、
説

明
会
や
広
報
活
動
等
を
行
う
計
画
を
ぞ
て
ら
れ

て
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
ま
ぞ
、
番
号
制
度
の
導

入
に
係
る
費
用
負
担
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
い
る
の
か
お
尋
ね
し
ま
す
。 



【神
崎
議
員
】
本
県
の
県
税
収
入
と
滞
納
整
理
に

つ
い
て
総
務
部
長
に
質
問
致
し
ま
す
。
当
初
予

算
の
中
で
、
ど
の
く
ら
い
県
税
の
収
入
未
済
額

を
織
り
込
ん
で
い
る
の
か
お
尋
ね
し
ま
す
。
ま

ぞ
、
県
全
体
で
毎
年
い
く
ら
の
不
納
欠
損
処
理

を
し
て
い
る
の
か
、
ま
ぞ
主
な
理
由
を
お
聞
か

せ
下
さ
い
。  

【総
務
部
長
】 

税
収
確
保
対
策
の
強
化
等
に
よ

り
、
昨
年
よ
り
８
億
円
余
減
尐
し
、
１
７
１
億
円

余
と
な
る
見
込
み
で
す
。
不
納
欠
損
は
、
地
方

税
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
滞
納
処
分
す
る
財
産

が
な
く
、
こ
の
状
態
が
３
年
間
継
続
し
ぞ
時
、
納

税
義
務
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

平
成
２
０
年
・２
１
年
度
が
１
８
億
円
余
、
平
成
２

２
年
度
が
１
６
億
円
余
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

【神
崎
議
員
】 

小
規
模
自
治
体
単
独
で
の
滞
納

整
理
に
つ
い
て
、
広
域
で
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
、

滞
納
整
理
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
県
の
外
部
委
託
に
よ
る
成
功
事
例
を
広
域

市
町
村
に
横
展
開
す
る
研
究
に
取
り
組
ま
れ
ぞ

ら
如
何
で
し
ょ
う
か
。 

【小
川
知
事
】 

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
活
用
に
よ
り

ま
し
て
一
定
の
成
果
が
上
が
っ
て
お
り
ま
す
分

野
と
し
ま
し
て
、
自
動
車
税
が
ご
ざ
い
ま
す
。
収

入
未
済
額
に
占
め
る
割
合
が
非
常
に
高
く
、
ま

ぞ
納
期
が
年
１
回
と
い
う
こ
と
、
不
特
定
多
数

が
滞
納
者
に
な
る
こ
と
か
ら
、
早
期
に
電
話
督

促
を
す
る
効
果
が
期
待
で
き
る
分
野
で
ご
ざ
い

ま
す
。
今
年
８
月
、
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
事
務
の
共
同
処
理
が
で
き
る
分
野
が

滞
納
整
理
に
も
拡
大
さ
れ
ま
し
ぞ
。 

【神
崎
議
員
】 

未
然
に
防
ぐ
対
策
や
制
度
と
し

て
、
収
入
未
済
額
が
１
１
６
億
円
余
も
あ
る
個

人
県
民
税
で
は
、
給
与
天
引
き
に
よ
る
特
別
徴

収
を
、
企
業
・事
業
所
に
お
願
い
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
自
動
車
税
も
同

様
に
、
未
然
に
防
ぐ
制
度
や
方
法
が
必
要
た
と

思
い
ま
す
が
、
何
か
研
究
・検
討
を
さ
れ
て
お
ら

れ
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
お
尋
ね
致
し
ま
す
。 

【小
川
知
事
】 

今
年
は
福
岡
ソ
フ
ト
バ
ン
ク

ホ
ー
ク
ス
の
杉
内
投
手
を
起
用
い
ぞ
し
ま
し
て
、

県
民
の
皆
様
に
自
動
車
税
に
関
し
ま
す
関
心
を

持
っ
て
頂
け
る
よ
う
工
夫
し
て
い
る
と
こ
れ
で

す
。
自
動
車
税
に
つ
き
ま
し
て
は
、
コ
ン
ビ
ニ
や
ク

レ
ジ
ッ
ト
利
用
に
よ
っ
て
、
平
成
２
３
年
度
は
納

期
内
納
税
率
は
過
去
最
高
の
６
９
．
４
％
に
な
っ

ぞ
と
こ
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
ら
に
今
後
は
、
夜

間
や
休
日
に
も
納
税
を
呼
び
か
け
る
、
先
ほ
ど

ご
指
摘
の
あ
り
ま
し
ぞ
納
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

を
設
置
し
て
、
こ
れ
を
活
用
し
て
納
税
を
呼
び

か
け
て
ま
い
り
ま
す
。 

県
税
収
入
と
滞
納
整
理
に
つ
い
て 

県
と
し
ま
し
て

は
、
複
数
の
市

町
村
が
こ
の
制

度
の
活
用
で
地

域

の
実

情

に

あ
っ
ぞ
広
域
的

か
つ
効
率
的
な

徴
収
体
制
の

構
築
に
取
り

組
ん
で
い
く
場

合
に
は
、
必
要

な
支
援
を
行

な
っ
て
ま
い
り

ぞ
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

１２月定例会 

新社会推進商工委員会の議案審査 

 

○NPO条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

○県立あまぎ水の文化祭の指定管理者の指定

について 

○平成23年度福岡県一般会計補正予算 

所管事務調査について 

○第3次青少年健全育成総合計画の進捗状況

について 

○青少年アンビシャス運動第3期への提言に

ついて 

○第9次福岡県交通安全計画（案）について 

○中小企業金融対策について 

こうざき聡 最新ブログ Ｙｏｕ Tｕｂｅ動画報告 

グラフふくおかについて 県営住宅における浄化槽処理料

の未払い問題について 

教員採用試験と業績評価について 有害鳥獣（サル対策）について 

動

画

や

音

声

も   

携

帯

か

ら

Ｑ

Ｒ

コ

｜

ド

で 

【神
崎
議
員
】 

正
直
者
が
バ
カ
を
見
ぞ

り
、
努
力
し
て
き
ぞ
人
が
報
わ
れ
な
い

制
度
や
仕
組
み
、
社
会
に
未
来
は
あ
り

ま
せ
ん
。
社
会
保
障
制
度
と
税
制
度

は
、
大
変
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
公

平
・公
正
な
社
会
を
実
現
す
る
ぞ
め
の

基
盤
で
あ
り
ま
す
。
国
民
の
義
務
と
権

利
、
ぜ
し
て
財
政
の
歳
出
・歳
入
の
均

衡
を
目
指
し
、
調
和
の
と
れ
ぞ
社
会
を

実
現
す
る
ぞ
め
、
私
ぞ
だ
は
努
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
肝
に
命
じ

て
、
私
の
一
般
質
問
を
終
わ
り
ま
す
。 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
ぞ
。 



決算特別 

委員会 

こ
う
ざ
き
聡 

決
算
委
員
と
し
て 

問

題

点

を

す

る

ど

く

指

摘

！ 

福
岡
県
広
報
誌
「グ
ラ
フ
ふ
く
お
か
」 

【質
問
】 

秋
号
の
「グ
ラ
フ
ふ
く
お
か
」
は
、

山
頭
火
が
歩
い
ぞ
道
・筑
豊
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
史
実
に
基
づ
い
て
い
な
い
記
事
７
カ

所
、
誤
記
や
不
明
点
が
あ
り
、
校
正
・監
修
・

チ
ェ
ッ
ク
体
制
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
今

後
の
是
正
措
置
・再
発
防
止
策
を
問
う
。 

・一
括
発
注
形
態
を
県
内
４
ブ
ロ
ッ
ク
の
地
域

ご
と
の
発
注
形
態
に
で
き
な
い
の
か
。 

・４
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
の
郷
土
史
家
の
監
修
が
必

要
で
は
な
い
か
。 

・グ
ラ
フ
ふ
く
お
か
の
紙
面
版
と
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
の

同
期
が
と
れ
て
い
な
い
。
委
託
業
者
へ
の
指
導

が
必
要
で
は
な
い
か
。 

・来
年
度
に
向
け
て
見
直
し
が
必
要
。
動
画
や

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
活
用
を
盛
り
込
む
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。 

【質
問
】 

県
営
住
宅
に
お
け
る
浄
化
槽
の
未

払
い
問
題
に
つ
い
て
、
入
居
者
負
担
分
に
な
っ

て
い
る
浄
化
槽
未
納
問
題
が
、
浄
化
槽
処
理

業
者
の
経
営
を
圧
迫
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

の
対
応
内
容
と
今
後
の
対
応
を
問
う
。 

・地
区
別
浄
化
槽
設
置
状
況
と
管
理
者
負

担
・一
戸
当
ぞ
り
の
費
用
に
つ
い
て 

・浄
化
槽
の
管
理
運
営
・保
守
点
検
・清
掃
は

一
体
の
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
設
置
者
が

一
括
で
管
理
・運
営
す
る
も
の
と
考
え
る

が
、
県
負
担
と
入
居
者
負
担
に
、
ど
う
し
て

分
け
て
い
る
の
か
。  

教
職
員
採
用
試
験
と
業
績
評
価 

県
営
住
宅
の
収
納
シ
ス
テ
ム 

・民
間
で
は
、
持
だ
主
の
オ
ー
ナ
ー
が
管
理
会

社
や
浄
化
槽
処
理
会
社
と
一
括
契
約
し
て
い

る
。
民
間
で
や
っ
て
い
る
こ
と
が
ど
う
し
て
行

政
で
は
で
き
な
い
の
か
。 

・他
自
治
体
で
は
汚
染
処
理
施
設
条
例
を
制

定
し
、
一
括
徴
収
し
て
い
る
。
他
自
治
体
で
は

で
き
て
、
県
で
は
で
き
な
い
と
は
、
理
屈
が
通

ら
な
い
。
再
答
弁
を
求
め
る
。 

・こ
の
未
納
問
題
は
、
浄
化
槽
に
切
替
え
ら

れ
ぞ
時
点
か
ら
発
生
し
て
い
る
。
し
尿
処
理

手
数
料
の
基
本
的
考
え
方
は
、
使
用
料
を
３

カ
月
分
以
上
滞
納
し
ぞ
場
合
、
汲
み
取
り
を

中
止
で
き
る
。
下
水
道
が
整
備
さ
れ
て
い
る

地
域
で
は
、
上
下
水
道
料
金
を
一
括
で
行
政

が
徴
収
し
て
い
る
ぞ
め
、
業
者
へ
の
未
納
問
題

は
発
生
し
な
い
。
合
併
浄
化
槽
は
、
入
居
者

全
員
が
共
有
し
て
い
る
か
ら
、
し
尿
処
理
と

違
っ
て
、
中
止
す
る
手
段
が
な
い
。
時
代
の
要

請
で
、
浄
化
槽
処
理
が
一
般
的
に
な
っ
て
き

ぞ
県
営
住
宅
に
お
い
て
、
制
度
や
徴
収
の
仕

組
み
を
変
え
な
い
で
、
昔
の
汲
み
取
り
式
の

制
度
を
適
用
し
て
き
ぞ
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
。 

・県
あ
る
い
は
指
定
管
理
者
と
委
託
契
約
が

で
き
る
よ
う
に
制
度
を
変
え
、
中
小
零
細
企

業
の
現
場
の
声
を
反
映
す
る
よ
う
に
要
望
す

る
。 

【質
問
】 

ベ
テ
ラ
ン
教
員
の
退
職
期
を
迎
え

て
、
教
員
の
養
成
・採
用
・研
修
の
一
体
化
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
ぜ
こ
で
、
教
員
採
用
試
験

に
つ
い
て
問
う
。 

・昨
年
度
の
小
・中
学
校
教
員
採
用
試
験
の

合
格
率
、
及
び
採
用
さ
れ
ぞ
教
師
の
中
で
、

講
師
で
働
い
て
い
ぞ
先
生
の
人
数
と
割
合
を

問
う
。 

・学
校
現
場
で
は
、
教
員
の
職
務
遂
行
状
況

を
学
校
長
が
評
価
し
て
い
る
が
、
採
用
時
に

お
い
て
業
績
評
価
は
反
映
し
て
い
る
の
か
。 

・反
映
し
て
い
な
い
と
い
う
答
弁
で
、
何
の
ぞ

め
に
講
師
の
業
績
評
価
を
し
て
い
る
の
か
。

学
校
現
場
の
評
価
は
極
め
て
重
要
。
採
用
時

に
反
映
さ
せ
る
べ
き
と
思
う
が
、
如
何
か
。 

・指
導
主
事
・管
理
職
・採
用
担
当
者
の
再
就

職
先
の
実
態
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
退
職

教
員
の
予
備
校
・専
門
学
校
等
へ
の
再
就
職

先
の
実
態
を
把
握
し
て
い
る
か
。 

・採
用
試
験
内
容
や
評
価
点
の
透
明
性
・公

平
性
を
強
調
し
て
い
る
が
、
徹
底
し
ぞ
傾
向

と
対
策
を
分
析
し
て
い
る
予
備
校
・専
門
学

校
が
有
利
に
な
り
、
現
役
学
生
や
学
校
現
場

の
講
師
に
不
利
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
公
平

性
は
担
保
さ
れ
る
の
か
。 

・採
用
に
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
先
生
、
熱
血
漢
溢

れ
る
先
生
、
名
物
先
生
が
尐
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
。
人
間
的
魅
力
あ
る
先
生
が
必
要
で

あ
り
、
今
の
よ
う
な
ガ
ラ
ス
張
り
で
、
個
性

豊
か
な
魅
力
あ
る
先
生
が
採
用
で
き
る
の
か

問
う
。 

・採
用
試
験
を
見
直
す
時
期
に
来
て
い
る
思

う
。
採
用
条
件
に
民
間
企
業
同
様
に
、
将
来

の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
現
役
学
生
の
新
規

採
用
と
、
即
戦
力
と
な
る
中
途
採
用
に
分
け

ぞ
制
度
に
改
め
る
等
の
研
究
が
必
要
。
学
校

現
場
で
の
業
績
評
価
を
反
映
さ
せ
る
。
学
校

推
薦
や
Ａ
Ｏ
枠
を
設
け
る
。
県
教
委
・採
用
担

当
者
自
ら
学
校
現
場
に
出
向
き
、
ス
カ
ウ
ト

す
る
。
教
育
は
国
家
百
年
の
大
計
で
あ
り
、

活
発
な
議
論
と
十
分
な
研
究
の
も
と
、
子
供

ぞ
だ
に
対
し
て
の
深
い
愛
情
や
人
間
的
魅

力
、
強
い
信
念
を
持
つ
優
秀
な
教
員
を
採
用

で
き
る
よ
う
に
教
育
長
の
決
意
を
問
う
。 

有
害
鳥
獣
被
害
（サ
ル
対
策
）に
つ
い
て 

有
害
鳥
獣
の
問
題
は
、
地
元
で
も
大
き
な
問

題
に
な
っ
て
い
る
。
本
会
議
や
委
員
会
で
も
、

猪
・シ
カ
対
策
つ
い
て
論
議
さ
れ
て
い
る
が
、

サ
ル
対
策
も
忘
れ
て
も
ら
っ
て
は
困
る
。 

・サ
ル
の
被
害
状
況
に
つ
い
て
問
う
。 

・本
県
で
は
サ
ル
対
策
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な

対
策
を
実
施
し
て
き
ぞ
の
か
。
ま
ぞ
、
サ
ル
の

薬
殺
の
費
用
に
つ
い
て
問
う
。 

・猪
・シ
カ
は
実
は
行
動
範
囲
は
ぜ
れ
ほ
ど
で

も
な
い
。
サ
ル
は
広
範
囲
に
移
動
す
る
。
市

町
村
広
域
圏
に
ま
ぞ
が
る
サ
ル
こ
ぜ
、
本
県

が
率
先
的
に
取
り
組
む
べ
き
問
題
た
と
思

う
。
大
量
捕
獲
し
な
い
と
サ
ル
問
題
は
解
決

せ
ず
、
同
時
に
大
量
捕
獲
後
に
ど
う
す
る
か

を
決
め
ぞ
上
じ
ゃ
な
い
と
大
量
捕
獲
も
で
き

な
い
。
今
の
と
こ
れ
、
抜
本
的
な
解
決
方
法

が
な
い
か
ら
、
よ
り
多
く
の
予
算
の
確
保
が

必
要
。 



１２月県議会 こうざき聡 一般質問 

いつの時代も変わらず、私たちに必要な水 

水政策について 
・水道事業 ・伊良原ダム ・アジア環境ビジネスの展開 

（質問） 本県における水道の目指す姿や実現方法について 

（知事答弁） 水につきまして、若い苗木を育てることを含めまして、その役割について、いろいろご指摘を頂き

ました。水道は、県民生活におきまして、最も重要なライフラインの一つだというふうに認識しております。 

県と致しましては、まず普及率の向上を図る。それを図りながら、県民に安全な水を安定的に供給できるよ

う、水道に関わります市町村、それから水道企業団と一体になりまして、水道の広域化を推進するとともに、

災害や渇水に強い水道づくりに努めてまいります。 

 

（質問） 福岡県水道整備基本構想の改定と今後の田川地域広域的水道整備計画について 

〇策定から20年経過しているが、改定の予定はないのか。 

〇今後どのように水道の計画的整備を促進していくのか。 

（県土整備部長答弁） まず、福岡県水道整備基本構想と田川地域広域的水道整備計画についてでございま

す。水道整備基本構想は、県内での広域圏の区分や需要に見合った水源の確保、重要予測などの将来見通

しを示したものでございます。 

現在、国の要請に基づき県内市町村が地域水道ビジョンを策定するにあたり、水需要の将来見通しについて

見直しを行なっている状況であります。この結果を踏まえ県の基本構想の改定について検討して参ります。 

また、田川地域広域的水道計画は、水道法により関係市町村長の要請に基づき県が策定しているものでご

ざいます。同計画に基づく水道施設整備は着実に進んでおり、現段階で関係市町村から改定についての相

談や要請はなされていないのが状況でございます。 

（県土整備部長再答弁） 田川地域の広域的水道整備計画でございます。議員ご指摘のとおり、法律上要請

を受けて策定する或いは改定することになっています。先程申し上げましたように、現時点では要請はきてい

ませんが、整備計画に規定されました事業につきましては、残事業も含め、国とも協議の上、事業を実施する

予定でございます。地域水道ビジョンの策定に伴う将来需要の見通し等に伴いまして、需給計画に変更が生

じ、必要が生じた時点で、当然、要請を受けて改訂になると考えています。県としましては、地域水道ビジョン

の策定状況等については、施設管理の立入検査時に策定状況の聞き取りを各市町村に対し、現在行なって

いますが、それとともに今後とも市町村が参加する研修会を活用して、指導・啓発を行なって参りたいと考え

ています。 

 

（質問） 田川地域の水道料金について 

〇地域の水道料金が高い原因はなぜか。 

（県土整備部長答弁） 田川地域の水道料金についてでございます。水道料金につきましては、施設建設に

伴う費用、人件費、浄水に必要な経費、施設の維持管理費等を基に水道事業者において設定されておりま

す。従いまして、事業者ごとの施設設備の規模や時期、水源の種類の相違などより、事業者間の料金に違い

が生じているところでございます。田川地域につきましては、施設の老朽化の進行や小規模施設が散在して

いることも給水コストに影響していると聞いております。 

（県土整備部長再答弁） 田川地域の水道料金の件でございます。現時点での整備計画に定められている水

源の関係では、伊良原ダム関連事業が残っています。伊良原ダムの計画的整備に努める中で、水源の広域

化等にも努め、安定した水道の供給から料金への効果も期待できるのではないかと考えています。 



（質問） 伊良原ダムの事業費見込みと地元関係団体との協議について 

〇平成29年度までの事業費見込み。 

〇今後協議が必要な地元関係団体とその対策について。 

〇平成29年度完成に向け、ダム本体着工時期について。 

（県土整備部長答弁） 伊良原ダム建設事業は、総額約680億円を予定しており、現在設計業務付替道路等

の工事を計画的に実施中でございます。地元関係団体との協議でございますが、伊良原ダム建設に当たり、

件は事業に伴う損失を補償するため、また、共同事業者であります田川地区及び京築地区の両水道企業団

は水利権を取得するため、各々関係河川使用者との協議が必要であります。そのため県は、共同事業者と

共に「伊良原ダム水利権調整会議」を設置し、協力して関係河川使用者との協議を行なっております。 

これまで伊良原ダムでは、調査及び設計業務、用地取得、付替道路工事などを進めて参りました。現在は、

仮排水トンネル設計業務やダム本体着工時に必要な付替道路の工事などを行なっております。今後、設計業

務や付替道路工事などの進捗状況を踏まえながら、本体発注時期を検討していきたいと考えております。 

（県土整備部長再答弁） 海面漁業補償のお話がございました。海面漁業者の対応につきましては、「伊良原

ダム水利権調整会議」の中で検討していく必要があると考えておりまして、今後関係者と協議を進めて参りた

いというふうに考えております。それから現在協議が行なっております内水面の漁業者と河川使用者との協

議につきましては、現在はまだ協議中でございますけれども、一部

団体とは調整が終わっており、また残る団体との協議を鋭意進めて

いる状況でございます。 

 

（質問） アジア環境ビジネスの展開 

〇国際環境協力の状況について。 

〇現地調査を行なった結果、どういうニーズがあったのか。 

（知事答弁） アジアとの環境協力についてのお尋ねがありました。

アジア諸地域の環境改善を図っていくために、環境政策を担う中核

の行政官を本県に招きまして、我が県が持っております環境技術、

ノウハウを活用して廃棄物処理や水質汚濁の改善等に関する人材育成研修を行なっております。友好提携

先のうち、ハノイ市や江蘇省とは調査団の派遣、環境改善提案・協議を行ない、環境協力協定を締結したとこ

ろでございます。本県では、これらの協定に基づきまして、ハノイ市におきましては、住民の環境意識の醸成

を担う指導者を育成するために、先方の行政官や教職員の方々を対象としました環境教育の研修に取り組

んでいるところでございます。また、廃棄物処分場の技術導入に関しましても、現地調査を行なうなど、検討を

進めております。江蘇省との間では、下水汚泥処理などに係ります技術協力を行なうことを合意しておりまし

て、現在、現地における調査や江蘇省の企業による本県内施設の視察、意見交換を行なっています。また、

タイのバンコク都とも環境協力協定を締結すべく、現在協議を行なっているところでございます。こうした取り

組みをさらに進めまして、アジア諸地域の環境改善に本県として貢献してまいりたいと考えております。 

アジア環境ビジネスに関します、現地調査についてのお尋ねがありました。本県では、県内環境関連企業の

アジアへのビジネス展開を図るために、64社、団体からなります「福岡アジア環境協力産業協会」を設立致し

ております。これを主体にいたしまして、ハノイ市、それから江蘇省に現地のニーズを把握し、ビジネスの可能

性を探るための、調査団を派遣しました。その結果、それぞれのニーズにつきましては、ハノイ市では、生活

排水、工業排水の垂れ流しによります、湖沼や河川の水質汚濁が非常に深刻になっております。排水処理技

術や浄化システムの整備が求められております。今後、こうした現地のニーズを踏まえまして、協議会会員企

業との協議を進めながら、具体的なプロジェクトの中身を進め、現地への提案を行なって、本県企業が向こう

の環境改善に貢献していく、それとともにこちらの企業にとりましてはビジネスチャンスを増やしていく、それを

努めていきたいと考えております。 

 

（再質問） ダム完成に向けた知事の決意について（水利権の取得や関係自治体・漁業組合の同意がなけれ

ば本体着工ができないのが原則で、どのように認識しているのか。） 

（知事再答弁） 伊良原ダム完成に向けて私の思いと言いますか決意ということでお尋ねがあったと思いま

す。伊良原ダムは、治水・利水の両面から非常に必要性が高く、京築、田川両地域の皆様の安全で安心な暮

らしを確保するために重要なダムであると考え、事業を進めて参りました。今年の5月でございますが、これも

全国に先駆けてでございますけれども、国土交通大臣による補助金交付に係る対応方針の継続決定がなさ

れた訳でございます。事業の新たな段階に進むことが出来た訳でございます。平成29年度の完成に向けまし

て議員の方からもいろいろご指摘のありました関係者との協議あるいは諸手続き、それも念頭におきまして計

画的な事業推進に努めて参ります。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成23年9月～12月 主な活動 

9月1日 木 IT産業の調査研究 

9月2日 金 教育・学校歯科・果樹調査 

9月3日 土 教育に関する意見交換 

9月4日 日 JR九州ビール列車（日田） 

9月5日 月 新社会推進商工委員会 

9月6日 火 滞納整理について調査研究 

9月7日 水 IT企業との意見交換 

9月7日 水 添田町長意見交換 

9月8日 木 緑友会政策審議会 

9月10日 土 県立高校体育祭 

9月11日 日 教育講演・小学校行事 

9月13日 火 緑友会政策審議会 

9月13日 火 小川洋福岡県知事意見交換（要望書） 

9月14日 水 ＪＡ田川訪問 

9月14日 水 上下水道行政意見交換 

9月15日 木 広域行政推進特別委員会 

9月15日 木 九州自立の会総会 

9月15日 木 緑友会政策審議会 

9月16日 金 企業誘致に関する企業との意見交換 

9月16日 金 田川地域街づくり意見交換 

9月17日 土 小川洋福岡県知事～世界記憶遺産同席 

9月17日 土 福祉祭り訪問 

9月18日 日 敬老会 

9月18日 日 麻生ＯＢ会 

9月19日 月 敬老会 

9月20日 火 ９月定例会開会 

  ～     

10月7日 金 ９月定例会閉会 

9月21日 水 緑友会政策審議会 

9月21日 水 原口剣生福岡県議会議長就任祝賀会 

9月22日 木 社会保障に関する調査研究 

9月22日 木 社会福祉・医療に関する調査研究 

9月23日 金 世界遺産群候補地視察 

9月24日 土 福祉祭り訪問 

9月25日 日 英彦山トライアスロン 

9月25日 日 企業誘致に関する企業との意見交換 

9月26日 月 添田町長訪問（誘致企業同席） 

9月26日 月 ＩＴ・福祉行政打ち合わせ 

9月27日 火 代表質問 

9月28日 水 代表質問 

9月29日 木 一般質問 

9月30日 金 一般質問登壇（神﨑聡） 

10月3日 月 一般質問 

10月3日 月 ＪＡ中央会福岡との意見交換会 

10月4日 火 新社会推進商工委員会 

10月4日 火 福祉施設意見交換 

10月4日 火 福岡県広報誌意見交換 

10月5日 水 添田町長訪問（郷土史家同席） 

10月5日 水 県庁行政打合せ 

10月6日 木 一般国道500号崩落現場説明会 

10月7日 金 本会議閉会・政策審議会 

10月8日 土 幼稚園運動会 

10月8日 土 特区・通信教育に関する意見交換 

10月11日 火 企業誘致意見交換 

10月12日 水 県営住宅に関する政務調査 

10月13日 木 新社会推進商工委員会管内視察 

10月14日 金 飯塚農林事務所管内視察勉強会 

10月16日 日 添田町地区公民館対抗ソフトボール大会 

10月16日 日 田川郡身体障害者体育大会 

10月17日 月 福祉医療システム調査研究 

10月18日 火 全日本同和会田川地区協議会総会 

10月18日 火 久留米市企業誘致打合せ 

10月18日 火 電気通信事業に関する政務調査 

10月19日 水 福智町街づくり勉強会 

10月19日 水 薬剤師会意見交換 

10月20日 木 企業誘致（宮城県仙台市） 

  ～     

10月21日 金 被災地視察（宮城県石巻市） 

10月22日 土 大任町戦没者遺族会 

10月22日 土 岳陽同窓会総会・鎮西同窓会総会 

10月23日 日 添田町岩石城まつり 

10月24日 月 決算特別委員会勉強会 

10月25日 火 決算特別委員会 

  ～     

10月31日 月 決算特別委員会 

10月29日 土 福智町後援会県政報告会 

10月30日 日 貴乃花部屋朝稽古見学 



 福岡県議会での主な所属 

  緑友会福岡県議団 副会長 

  新社会推進商工常任委員会 委員 

  青尐年アンビシャス運動推進本部 参与 

  広域行政推進対策調査特別委員会 委員 

  九州・沖縄未来創造会議 委員 

  福岡県文化議員連盟 副会長 

  産炭地域活性化対策福岡県議員連盟 幹事 

  オイスカ国際活動促進福岡県議会議員連盟 理事 

  福岡県果樹振興議員連盟 副会長 

  田川直方バイパス延伸推進期成会 顧問 

11月1日 火 決算特別委員会 

  ～     

11月4日 金 決算特別委員会 

11月1日 火 田川地区上水道政務調査 

11月3日 木 福智町合併5周年記念式典 

11月3日 木 山本大司元糸田町長变勲祝賀会 

11月6日 日 添田町制100周年記念式典 

11月6日 日 MOA美術館田川児童作品展 

11月7日 月 新社会推進商工委員会管内視察 

  ～     

11月8日 火 新社会推進商工委員会管内視察 

11月9日 水 田川地区暴力団等追放総決起大会 

11月9日 水 企業誘致打合せ 

11月10日 木 企業訪問 

11月10日 木 誘致企業紹介（久留米市役所・県庁） 

11月11日 金 陳情・添田町役場（企業誘致打合せ） 

11月11日 金 日本大学北九州校友会総会 

11月12日 土 東京出張（ＩＴ企業との意見交換） 

  ～     

11月13日 日 東京出張 

11月14日 月 麻生太郎政経文化セミナー（司会担当） 

11月14日 火 上水道・ダム政務調査（伊良原ダム視察） 

11月16日 水 福岡県文化議員連盟県外視察（金沢市） 

  ～     

11月17日 木 福岡県文化議員連盟県外視察（金沢市） 

11月18日 金 県教委陳情打合せ 

11月18日 金 上田川ライオンズクラブ例会 

11月19日 土 福岡県ねんりんスポーツ・文化祭 

11月20日 日 九州各県議会議員親善ゴルフ大会（鹿児島） 

  ～     

11月21日 月 九州各県議会議員親善ゴルフ大会（鹿児島） 

11月22日 火 福岡県立大学意見交換会 

11月24日 木 企業誘致打合せ（福智町） 

11月24日 木 議員総会・政策審議会 

11月24日 木 サイバー攻撃政務調査 

11月25日 金 添田東ふれあいサロン5周年 

11月27日 日 方城伊方大橋完成式典 

11月28日 月 水源対策に関する調査研究 

11月29日 火 ライオンズクラブ献血活動 

11月29日 火 学校施設関係に関する調査研究 

11月30日 水 県議会とびうめ会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成23年9月～12月 主な活動 

 福岡県日米友好議員連盟 

  福岡県日中友好議員連盟  

  福岡県日韓友好議員連盟 

  福岡県国際交流推進議員連盟 

  福岡県タイ友好議員連盟 

  福岡県ベトナム友好議員連盟 

  福岡県日台友好議員連盟 

  福岡県森林・林業・林産業活性化促進議員連盟 

  福岡県防衛議員連盟 

  過疎地域活性化対策福岡県議員連盟 

  福岡県観光産業振興議員連盟 

  福岡県スポーツ議員連盟 

  福岡県スポーツ議員連盟 野球部会 

  福岡県スポーツ議員連盟 サッカー部会 

  福岡県スポーツ議員連盟 ゴルフ部会 

  九州の自立を考える会  

12月1日 木 12月定例会開会 

～     

12月20日 火 12月定例会閉会 

12月1日 木 企業誘致・ITに関する意見交換 

12月2日 金 伊良原ダムに関する調査研究 

12月3日 土 ダムに関する調査研究 

12月4日 日 ダムに関する調査研究 

12月5日 月 福岡県農政連常任委員会・全体会議 

12月6日 火 住宅供給公社に関する調査研究 

12月6日 火 防災情報システムに関する調査研究 

12月6日 火 サイバー攻撃に関する調査研究 

12月7日 水 代表質問 

12月7日 水 県文化議員連盟講演会 

12月8日 木 代表質問 

12月8日 木 県国際交流議員連盟懇親会 

12月9日 金 一般質問（水政策について） 

12月9日 金 広域行政推進対策調査特別委員会 

12月11日 日 添田町津野４区公民館落成式 

12月12日 月 一般質問 

12月12日 月 日台友好議員連盟総会・日華議連 

12月13日 火 一般質問 

12月13日 火 企業誘致情報交換 

12月14日 水 企業誘致意見交換 

12月15日 木 新社会推進商工委員会 

12月15日 木 緑友会政策審議会 

12月15日 木 再生可能エネルギーに関する調査研究 

12月16日 金 県議会一期生交流会 

12月18日 日 川崎町の第九を歌うバイ合唱団 

12月19日 月 緑友会政策審議会（ＴＰＰ録画配信） 

12月20日 火 12月定例会閉会 

12月20日 火 県スポーツ議連サッカー部会 

12月21日 水 福岡県農政連リーダー研修会 

12月22日 木 広域行政懇話会 

12月23日 金 福智町街づくり意見交換 

12月26日 月 企業誘致打合せ 

12月27日 火 企業誘致打合せ 

12月31日 土 須佐神社祭典 


